
申請者 堺市長
事前協議

提出3部（正本・副本・副本）
※受付印を押印の上

通知（副本１部返却）

登録申請

提出3部（正本・副本・副本）
※受付印を押印の上

通知（副本１部返却）

堺市サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請の流れ

サービス付き高齢者向け住
宅事業の登録に係る事前

協議について

受付
（住宅施策推進課）

サービス付き高齢者向け住
宅事業登録申請書

〈登録基準の適合審査〉

・介護事業者課

（状況把握・生活相談等の

サービスに係る部分の審

査）

登録登録通知書

〈登録基準の適合審査〉

・介護事業者課
（サービス部分の審査及び
有料老人ホームへの該当
の判断）

・住宅施策推進課
（面積、設備、バリアフリー
構造等のハード部分の審
査）事前協議結果通知書

建築確認申請の経由（住宅施策推進課の裏書が必要）

※有料老人ホーム該当の場合は介護事業者課の裏書も必要

受付
（住宅施策推進課）

電子申請については

データをメールで

介護事業者課へ

電子申請については

データをメールで
介護事業者課へ

建築確認済証の交付


